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再商品化できるものは
再生利用が原則

循環型社会を形成するための法体系
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循環型社会形成のために
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廃棄物処理の歴史

清掃法
(1954～1970年)

廃棄物処理法
(1970年～)

公衆衛生の向上

公衆衛生の向上

生活環境の保全

+

廃棄物
（処理責任は市町村）

廃棄物

一般廃棄物
(処理責任は市町村)

産業廃棄物
(処理責任は
排出事業者)

廃
棄
物
の
区
分

と
処
理
責
任

法

の

目

的

主な改正部分
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が事業系廃棄物（一般廃棄物の事業系ごみと産業廃棄物）

事業所から出る廃棄物の分類

4

一般廃棄物は市町村をまたぐ
ことが原則できません。
一般廃棄物を市外に搬出する
場合は、事前に市町村間での
協議が必要となりますので、
期間に十分余裕をもって廃棄
物管理課にご相談ください。

産業廃棄物は市町村をまたぐ
ことができます。
恵庭市の施設では焼却か埋立
となります。循環型社会形成
のため、収集運搬業許可業者
とも連携を図り、再生利用が
可能な民間の処理事業者を
積極的に活用してください。

一般廃棄物

産業廃棄物

一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物



「産業廃棄物を排出する事業者の方に（環境省）」抜粋

産業廃棄物の排出事業者の責任とは
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「産業廃棄物を排出する事業者の方に（環境省）」抜粋

産業廃棄物の排出事業者の責任とは
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「産業廃棄物を排出する事業者の方に（環境省）」抜粋

産業廃棄物の排出事業者の責任とは
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10「産業廃棄物を排出する事業者の方に（環境省）」抜粋

廃棄物を自社で運搬するときは
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「産業廃棄物を排出する事業者の方に（環境省）」抜粋

廃棄物の処理を委託するときは
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産業廃棄物の収集運搬業許可権限は北海道

一般廃棄物の収集運搬業許可権限は市町村

廃棄物の処理を委託するときは

恵庭市が許可している一般廃棄物収集運搬業許可業者
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「産業廃棄物を排出する事業者の方に（環境省）」抜粋・加工

盤尻ごみ処理場
焼却施設
生ごみ処理場
リサイクルセンター

恵庭市の施設

排出事業者と恵庭市が直接契約が必要

廃棄物の処理を委託するときは
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産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約書について
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手引きは契約締結後にお渡ししていますが、
恵庭市ホームページでもダウンロードすることができます。

事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルの手引き
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＜収集運搬業許可業者へごみの処分を依頼している事業者様へ＞

市のごみ処理手数料が改定となれば許可業者からの請求額も変わることがあります。

ごみ処理手数料支払いの仕組み

排出事業者 恵庭市の処理施設

許可業者へ支払う
ごみ処理に係る料金

収集運搬料
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支払

ごみ処理手数料
（手数料単価×重量）

支払
ごみ処理手数料
（手数料単価×重量）

収集運搬料
（各許可業者が自由に設定）

収集運搬業許可業者

￥

￥



17

廃棄物とは

全 物 質

廃 棄 物 有 価 物

古 紙 ・ く ず 鉄
空 き 瓶 ・ 古 繊 維

専 ら 物

一 般 廃 棄 物

産 業 廃 棄 物
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産業廃棄物に関する規制強化
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業種関係なく産業廃棄物

❶燃え殻

❷汚泥

❸廃油

❹廃酸

❺廃アルカリ

❻廃プラスチック

❼ゴムくず

❽金属くず

❾ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

❿鉱さい

⓫がれき類

⓬ばいじん

⓭-①木くず

業種指定があり、ものにより産業廃棄物

⓭-②木くず

⓮紙くず

⓯繊維くず

⓰動植物性固形物

⓱動植物性残渣

⓲動物のふん尿

⓳動物の死体

事業活動に伴い排出される産業廃棄物２０種類

①～⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので
①～⑲に該当しないもの

⓴汚泥のコンクリート固形化物など
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区分 種類 具体的な例
➀燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
②汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
③廃油 グリス（潤滑油）、大豆油など鉱物性、動植物性を問わず、すべての廃油
④廃酸 廃写真定着液など、有機性、無機性を問わず、全ての酸性廃油

⑤廃アルカリ
廃写真現像液、廃金属石けん液など有機性、無機性を問わず全てのアルカリ
性廃液

⑦ゴムくず 天然ゴムくず（注：合成ゴムは廃プラスチック）
⑧金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属の研磨くず、切削くず
⑨ガラスくず・コンクリー
トくず・陶磁器くず

板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど、コンクリート製品製造工程か
らのコンクリートくずなど

⑩鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど

⑪がれき類
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破
片など

⑫ばいじん
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設
によって集められたばいじん

⑬-➀木くず
貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために
使用した梱包用の木材含む）

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⑥廃プラスチック
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成
高分子系化合物（合成ゴム含む）

産業廃棄物とは＝事業活動に伴って生じた廃棄物のうち下記の種類
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※指定業種に該当しない業種から排出される⑬-②～⑲は事業系一般廃棄物

区分 種類 具体的な例
以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類等に限る。
建築業（工作物の新築、改築又は除去により生じたもの）、木材又は木製品製
造業（家具製品製造業）、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業
注：これ以外の業種から発生する不要な木材家具などは、事業系一般廃棄物
以下の業種からの紙くずに限る。
建設業（工作物の新築、改築又は除去により生じたもの）、パルプ製造業、製
紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
以下の業種から発生する天然繊維くずに限る。
建築業（工作物の新築、改築又は除去により生じたもの）、衣服その他繊維製
品製造業以外の繊維工業
注：これ以外の業種から発生する不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄
物

⑯動植物固形物
と畜場で解体等をした獣畜、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要
物

⑰動植物性残渣
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に
係る不要物
魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど

⑱動物のふん尿 畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
⑲動物の死体 畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

➀～⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので➀～⑲に該当しないもの

※
排
出
す
る
業
種
が
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の

⑬-②木くず

⑭紙くず

⑮繊維くず

⑳汚泥のコンクリート固形化物など

産業廃棄物とは
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種類 条件 行き先

❻廃プラスチック 40cm角未満 焼却施設（中島松）

上記以上 ごみ処理場（盤尻）

❽金属くず ごみ処理場（盤尻）

❾ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ごみ処理場（盤尻）

⓫がれき類 ごみ処理場（盤尻）

種類 条件 行き先

⓭-②木くず
⓮紙くず
⓯繊維くず

40cm角未満 焼却施設（中島松）

上記以上 ごみ処理場（盤尻）

全ての業種共通

建設業等（食料品製造業等は一般廃棄物）

恵庭市の施設で受け入れる主な産業廃棄物

20

参考資料



種類 収集運搬業者 処分業者

❷汚泥 北清商事㈱
北海道衛生工業
(有)道央浄化工業
空知興産
ヴィクレオ

角山開発㈱

❸廃油 ㈱札幌油脂
早来工営㈱
トマウエーブ
マルセン油脂
北海道クリーンシステム
リプロワーク

㈱札幌油脂

❻廃プラスチック 北清商事㈱
エアウォーター物流
サニックス
ＪＸ金属苫小牧ケミカル
三世産業
日鉄セメント㈱
早来工営㈱
北海道サニックス環境
空知環境総合

角山開発㈱
サニックス環境
㈱鈴木商会
（有）丸正北海総業
リサイクルファクトリー

❼ゴムくず ㈱アールアンドイー
国分商会

❽金属くず ㈱エコロジーシステム
北清商事㈱
エアウォーター物流

㈱マテック
㈱鈴木商会
角山開発㈱
リサイクルファクトリー㈱

❾ガラスくず 北清商事㈱ 角山開発㈱
（有）丸正北海総業

⓱動植物性残渣 北海道衛生工業

「令和３年度 恵庭市の事業系廃棄物に関する実態調査」より

近隣の民間処理施設
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「事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルの手引き(R5年度版)」より

近隣の民間処理施設

詳細は「

参考資料

■木くず（廃材）・剪定枝（木）    ■刈草            

■石膏ボード     ■がれき類（コンクリート、ブロック、レンガ等）  など 

■ダンボール  ■新聞・チラシ  ■雑紙類  ■金属くず 

■金属くず

■廃電池（乾電池・ボタン電池・充電池・リチウムイオン電池） ■蛍光管・ＬＥＤ

■テレビ  ■冷蔵庫・冷凍庫  ■洗濯機・衣類乾燥機  ■エアコン 

■パソコン  ■パソコンモニター

■すきとり物

クリーン産業（株） 恵庭市盤尻 49-1（処理場） TEL：0123-34-1259（本社） 

恵庭マテリアル（株） 恵庭市戸磯345-10 TEL：0123-34-3399

金本商店 恵庭市恵南24-388 TEＬ：0123-33-6021

野村興産（株） 札幌営業所 TEＬ：011-210-5922

リサイクルファクトリー（株） 千歳市中央690-1 TEL：0123-29-2030

（有）ムゲン恵庭営業所 恵庭市桜森 3-6 TEL:0123-32-2695

パソコン3R推進協会 TEL：03-5282-7685

2２
※詳細は「事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルの手引き(Ｒ5年度版)Ｐ10をご覧ください。


